
【施設基準】

①当院は、歯科診療を提供していない医療機関であり、入院中に歯科受診を要すると

医師が判断した場合、歯科医療機関連携を行い、あらかじめ歯科訪問診療を依頼する

ための方法について取り決めを行い、連絡先や連絡方法についての提供を受けています

②入院中に連携歯科医療機関から訪問診療を受けていただいた実績が多数あります

③全ての入院患者に、入院後速やかに口腔状態に係る課題を評価する体制が整備され

ています

④入院患者に対し、適切な口腔管理を提供するとともに、歯科治療が必要な場合は

連携歯科医療機関へ訪問診療を依頼する体制が整備されています

⑤入院中口腔状態に課題があるが、歯科診療を要しない場合は、退院後の歯科受診を

促すことがあります

　上記施設基準に基づき、連携歯科医療機関による診療を受けられた場合

【口腔管理連携加算(600点)】を算定します。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

【取り組み】

　上記施設基準に基づき、入院中食事摂取や感染管理上の問題により、当院での治療に

支障が生じる場合は、連携歯科医療機関に診療を依頼することがあります。

【連携歯科医療機関】

　古賀スマイル歯科小児歯科医院

　〒811-3115　福岡県古賀市久保1641-5　　Tel　092-941-4618　

　坂井歯科医院

　〒811-3111　福岡県古賀市花見南2-28-7　　Tel　092-943-0699　

2026年6月　北九州古賀病院

　当院では、2026年度の診療報酬改定に伴う【口腔管理連携加算】について、

以下の施設基準を満たした医療機関として届出を行っています。

口腔管理連携加算について


